
 

 

 

 

 

 

 遠賀町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、高齢者

や障害を抱えている方を対象に、日常生活でのゴミを出し

てくれるボランティアが活動しているのはご存知ですか。 

 ゴミ出しボランティアは、ゴミステーションへの運搬をお

手伝いします。 
 

ゴミ出しボランティアを利用するまでのしくみ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、裏面をご覧ください 

ただし、車両や複数人のボランティアが必要なゴミ捨てで

のボランティア派遣は行いません。 

  

ゴミ捨てを 

依頼したい人 

ゴミ捨て 

ボランティア 

遠賀町社会福祉協議会 
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●問い合わせ・連絡先 

 遠賀町社会福祉協議会ボランティアセンター 

 （遠賀町浅木二丁目３１－１ 遠賀町ふれあいの里内） 

 ☎ ２９３－０４３０（休業日：日・月曜日） 

 

利用できるまでの流れ 

❶ 

相談 

利用申込み 

 ボランティア派遣を希望する時は、遠賀町社会

福祉協議会ボランティアセンターへ連絡下さい。 

➋ 

利用 

できるまで 

 連絡後、ボランティア派遣を希望する人の自宅

に社会福祉協議会職員が訪問し、聞き取り調査を

します。後日、利用可否及びボランティアの調整

を行います。 

 なお、利用したい人の氏名と住所は、活動する

ボランティアにお知らせしますので、予めご了解

下さい。 

 利用できる回数は月４回まで事前に２か月分の

ボランティア派遣依頼日をお知らせしていただき

ます。 

➌ 

ゴミの出し方 

町の指定どおりにまとめたゴミを玄関先や門扉

まで出して下さい。ボランティアがゴミ袋をゴミ

ステーションに持っていきます。廃棄するゴミ以

外の物品に、ボランティアは一切の責任は負わな

いものとします。 

➍ 

利用料 

無料。ただし、ゴミ捨て時に使用する町指定の

ゴミ袋は、各自で用意して下さい。 

 ボランティアへの謝礼等で金品を渡すことは、

固く禁じます。ボランティアに金品を渡したこと

及びボランティア派遣が困難となった時、利用登

録を抹消するとともに、以後再登録はしません。 

➎ 

利用 

キャンセル 

 ボランティア派遣を中止する場合は、ゴミを捨

てる前日まで遠賀町社会福祉協議会ボランティア

センターまでお知らせ下さい。なお、日曜日と月

曜日は、ボランティア派遣の依頼中止の連絡は 

受付できません。 

 

 

 

 

 

 


